
　

９
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
登

録
さ
れ
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
新
規
登
録
者

　

昭
和
61
年
９
月
２
日
以
前
に
生

ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平
成
18
年

６
月
１
日
ま
で
に
西
条
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
も
し
く
は
同
日

ま
で
に
転
入
の
届
け
出
を
し
た
方

で
、
引
き
続
き
西
条
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
。

■
縦
覧
期
間

　

９
月
３
日
（日）
～
７
日
（木）

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所

　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

毎
年
９
月
１
日
現
在
で
、
愛
媛

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

漁
業
者
の
皆
さ
ん
は
、
も
れ
な

く
登
載
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
登
載
資
格
者

　

西
条
市
に
住
所
が
あ
り
、
昭
和

61
年
12
月
６
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
で
、
１
年
に
90
日
以
上
、
漁
業

を
営
む
方
ま
た
は
漁
業
に
従
事
し

て
い
る
方
。

■
申
請
期
限　

９
月
５
日
（火）

■
申
請
方
法

　

提
出
先
に
申
請
書
が
あ
り
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先

〇
ひ
う
ち
・
西
条
・
禎
瑞
・
吉

井
・
壬
生
川
・
多
賀
・
河
原
津

の
各
漁
業
協
同
組
合

〇
市
庁
舎
別
館
市
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局　
（
内
線
５
６
２
２
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
選
挙
管
理
委

員
会
東
予
分
室
（
内
線
５
５
１
）

　

児
童
手
当
法
の
改
正
に
伴
い
、

４
月
か
ら
児
童
手
当
の
支
給
対
象

年
齢
が
小
学
校
６
年
生
修
了
前
ま

で
に
拡
大
さ
れ
、
併
せ
て
、
所
得

制
限
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　

新
た
に
児
童
手
当
の
対
象
と
な

る
方
は
、
市
役
所
担
当
課
（
公
務

員
の
方
は
勤
務
先
）
で
認
定
請
求

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

法
改
正
に
伴
う
認
定
請
求
は
、

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で
に
受
け

付
け
た
も
の
に
限
り
、
特
例
的
に

平
成
18
年
４
月
１
日
（
ま
た
は
支

給
要
件
に
該
当
し
た
日
）
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
し
て
い
な
い
方
は
、
必

ず
９
月
末
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
法
改
正
の
詳
し
い
内
容
は
、
広

報
５
月
号
17
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
担
当
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

子
育
て
支
援
係

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
３
３
２
）

〇
東
予
総
合
支
所
福
祉
課

　

社
会
福
祉
係　
（
内
線
１
３
５
）

〇
丹
原
総
合
支
所
福
祉
課　

社
会

福
祉
・
援
護
係
（
内
線
２
１
２
）

〇
小
松
総
合
支
所
福
祉
課　

社
会

福
祉
・
援
護
係
（
内
線
１
２
５
）

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
10
月
か
ら
次
の
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
が
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

〇
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

〇
日
帰
り
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
タ

イ
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
日

中
一
時
支
援

〇
障
害
者
・
児
の
外
出
介
護

〇
盲
人
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ

〇
全
身
性
障
害
者
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ

〇
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
、
宿

泊
付
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
児
童

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
介
護
給

付
（
介
護
給
付
の
申
請
受
付
は

７
月
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
）

■
申
請
先

〇
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課　

障

害
者
福
祉
係
（
内
線
２
３
２
６
）

〇
東
予
総
合
支
所
福
祉
課

　

社
会
福
祉
係　
（
内
線
１
３
１
）

〇
丹
原
総
合
支
所
福
祉
課　

社
会

福
祉
・
援
護
係
（
内
線
２
１
２
）

〇
小
松
総
合
支
所
福
祉
課　

社
会

福
祉
・
援
護
係
（
内
線
１
２
４
）

　

税
関
で
は
、
お
預
か
り
し
て
い

る
次
の
通
貨
、
証
券
な
ど
を
お
返

し
し
て
い
ま
す
。
返
還
の
申
し
出

は
、
ご
本
人
だ
け
で
な
く
、
ご
家

族
の
方
で
も
可
能
で
す
。
お
心
当

た
り
の
あ
る
方
は
、
最
寄
り
の
税

関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
返
還
し
て
い
る
通
貨
、
証
券

〇
終
戦
後
、
外
地
か
ら
引
き
揚
げ

て
こ
ら
れ
た
方
が
、
上
陸
港
の

税
関
、
海
運
局
に
預
け
ら
れ
た

通
貨
、
証
券
な
ど
。

〇
外
地
の
集
結
地
で
、
総
領
事
館

な
ど
に
預
け
ら
れ
た
証
券
な
ど

の
う
ち
、
日
本
に
送
還
さ
れ
た

も
の
。

■
問
合
せ　

新
居
浜
税
関
支
署

TEL
０
８
９
７―

３
２―

３
４
０
５

９
月
定
時
登
録
に
よ
る
選
挙
人

名
簿
新
規
登
録
者
の
縦
覧

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
載
申
請

児
童
手
当
制
度
の
拡
充
に
伴
う

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

終
戦
当
時
の
引
揚
者
の
方
々
へ

お
預
か
り
し
た
通
貨
、
証
券
な

ど
を
返
還
し
て
い
ま
す

　総務省統計局では「事業所・企業統計調査」を、平成18年10月１日現在で
全国一斉に実施します。調査の対象となるのは、商店、工場、営業所、事務
所、旅館、病院、寺院などすべての事業所や企業です。
　９月下旬から調査員が調査票の記入をお願いに事業所をお伺いします。
　どうぞ、ご協力をお願いいたします。
■問合せ　市庁舎本館総務課　統計係　内線2129
※総務省統計局のホームページに詳しい内容を掲載しています。
　URL http://www.stat.go.jp/data/jigyou/
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